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答  申  第  １  号  

平成２３年１２月１９日 

 

 

 宝 塚 市 長  中 川  智 子  様  

 

 

宝 塚 市 個 人 情 報 保 護 ・ 情 報 公 開 審 査 会  

 会 長  荏  原  明  則  

 

 

宝 塚 市 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ４ ２ 条 に 基 づ く 諮 問 に つ い て （ 答 申 ）  

 

 

 平 成 ２ ３ 年 （ ２ ０ １ １ 年 ） ３ 月 ２ ４ 日 付 け 宝 塚 市 諮 問 第 ４ 号 に

よ り 諮 問 を 受 け た 「 介 護 施 設 か ら の 異 議 申 立 人 の 母 に 関 す る 報 告 書

及 び 市 で の 内 部 資 料 ・ 高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 調 査 ・ 報 告 内 容 に 関

す る 文 書 」 の 保 有 個 人 情 報 開 示 決 定 に 係 る 異 議 申 立 て に つ い て 、 当 審

査 会 は 慎 重 に 審 査 し た 結 果 、 次 の と お り 答 申 し ま す 。
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１  審 査 会 の 結 論  

 宝 塚 市 長 が ､「 介 護 施 設 か ら の 異 議 申 立 人 の 母 に 関 す る 報 告 書 及 び

市 で の 内 部 資 料 ・ 高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 調 査 ・ 報 告 内 容 に 関 す

る 文 書 」 を 含 む 保 有 個 人 情 報 の 開 示 請 求 に 対 し て 、  

①  作 成 し て い な い 文 書 に つ い て 、 文 書 不 存 在 を 理 由 と し て 不 開

示 を 決 定 し た 処 分 は 妥 当 で あ る 。  

②  既 に 公 開 、 開 示 を 行 っ た 存 在 す る 文 書 に つ い て 、 文 書 不 存 在

を 理 由 と し て 不 開 示 を 決 定 し た 処 分 は 誤 り で あ る 。  

し た が っ て 、 一 律 に 文 書 不 存 在 を 理 由 に 不 開 示 と し た 決 定 を 取 り  

消 し 、 請 求 文 書 の う ち 存 在 す る も の に つ い て は 、 改 め て 開 示 不 開 示

を 判 断 し て 決 定 を 行 う べ き で あ る 。  

ま た 、 文 書 が 存 在 し な い 請 求 に 対 し て は 、 文 書 が 不 存 在 で あ る こ

と の 合 理 的 な 理 由 を 付 し て 不 開 示 決 定 を す べ き で あ る 。  

 

２  異 議 申 立 て の 趣 旨  

本 件 異 議 申 立 て は 、異 議 申 立 人（ 以 下「 申 立 人 」と い う 。）が 宝 塚

市 個 人 情 報 保 護 条 例（ 以 下「 条 例 」と い う 。）第 １ ７ 条 に 基 づ き 請 求

し た 「 介 護 施 設 か ら の 異 議 申 立 人 の 母 に 関 す る 報 告 書 及 び 市 で の 内

部 資 料 ・ 高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 調 査 ・ 報 告 内 容 に 関 す る 文 書 」

に 対 し て 、宝 塚 市 長（ 以 下「 実 施 機 関 」と い う 。）が 平 成 ２ ２ 年（ ２

０ １ ０ 年 ） １ １ 月 １ ０ 日 付 け 宝 介 保 第 ９ ２ １ 号 （ 別 表 １ の ５ ） に よ

り 行 っ た 不 開 示 決 定（ 以 下「 本 件 決 定 」と い う 。）を 取 り 消 し 、当 該

文 書 に つ い て 開 示 す る こ と を 求 め る も の で あ る 。  

 

３  異 議 申 立 て の 理 由  

申 立 人 が 異 議 申 立 書 及 び 口 頭 に よ る 意 見 の 陳 述 等 で 主 張 し て い る

異 議 申 立 て の 理 由 は 、 次 の と お り で あ る 。  

（ １ ） 申 立 人 は 、 故 人 で あ る 母 が 、 介 護 施 設 （ 以 下 「 施 設 」 と い う 。） 

で シ ョ ー ト ス テ イ サ ー ビ ス を 受 け て い る 際 、 施 設 従 事 者 に よ り 虐  

待 を 受 け た と の 疑 念 を 抱 い て い る 。 そ の た め 、 平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月  

２ ９ 日 に 実 施 機 関 窓 口 に 相 談 し た こ と を 始 め 、兵 庫 県（ 以 下「 県 」 
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と い う 。）、 兵 庫 県 警 （ 以 下 「 県 警 」 と い う 。） 等 に 高 齢 者 虐 待 の  

調 査 、 刑 事 事 件 と し て の 捜 査 等 に 関 し 、 相 談 し て い る 。 母 は 既 に  

亡 く な っ て い る が 、 真 相 を 明 ら か に し た い 。  

（ ２ ） 申 立 人 が こ れ ま で に 行 っ た 、 実 施 機 関 及 び 県 に 対 す る 保 有 個 人  

情 報 開 示 請 求 及 び 情 報 公 開 請 求 か ら 以 下 の 事 実 が 判 明 し た 。  

ア  施 設 か ら の 骨 折 事 故 報 告 書 、 当 時 の や り と り の 報 告 書 等 母 に

関 す る 数 々 の 記 録 は 存 在 す る 。  

 イ  申 立 人 か ら 送 付 し た E-ma i l・ 調 査 文 書 等 が 存 在 す る 。  

ウ  平 成 ２ ２ 年 （ ２ ０ １ ０ 年 ） １ １ 月 １ ０ 日 付 け 宝 い 福 第 ７ ７ ４

号 情 報 公 開 決 定 通 知 書 （ 別 表 １ の ３ ） に お い て 公 開 さ れ た 、 市

が 県 に 報 告 し た 文 書 で あ る「（ 平 成 ２ ０ 年 度 ）市 町 村 に お け る 高

齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 対 応 状 況 等 に 関 す る 調 査 票 」 の う ち 、

施 設 従 事 者 等 に よ る 虐 待 と し て 、 本 件 が 、 施 設 に お け る 家 族 親

族 か ら の 申 出 に よ り 、 事 実 確 認 を 行 っ た 事 例 、 虐 待 の 事 実 の 判

断 に 至 ら な か っ た 事 例 と し て 報 告 さ れ て い る 。  

（ ３ ）（ ２ ） の 事 実 か ら 以 下 の 資 料 も 存 在 す る は ず で あ る 。  

ア  平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 ７ 日 お よ び 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ８ 日 の 話 し

合 い で の 記 録 も あ る は ず 。  

イ  申 立 人 が 個 別 に 相 談 に 行 っ た 記 録 が 存 在 す る は ず 。  

（ ４ ） 申 立 人 か ら 、 刑 事 事 件 と し て の 処 分 結 果 は 、 神 戸 地 方 検 察 庁 か  

ら 通 知 さ れ た 旨 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ 日 に 実 施 機 関 に 電 話 に て 連  

絡 し て い る が 、 そ れ 以 前 は 捜 査 中 と い う こ と で 個 別 具 体 的 に 調 査  

さ れ た 形 跡 が 見 当 た ら な い 。  

（ ５ )  以 上 の こ と か ら 、 母 か ら は も っ と 聴 取 さ れ る べ き で あ っ た し 、  

施 設 で 虐 待 を 行 っ た 従 事 者 か ら も 、 当 然 事 情 聴 取 が 行 わ れ て い る  

は ず で あ り 、 全 て の 調 査 結 果 が 総 合 さ れ て 、 判 断 結 果 が 出 て い る  

は ず 、 そ れ ら の 文 書 が 不 存 在 と い う こ と は 役 所 の 行 政 決 定 プ ロ セ  

ス 上 あ り 得 な い こ と で あ る 。  

（ ６ ） 本 件 の 開 示 請 求 に 対 す る 処 分 は 、 実 施 機 関 が 存 在 す る は ず の 文  

書 を 隠 し て い る と 考 え る 。 よ っ て 、 そ の 取 消 し と 文 書 の 開 示 を 求  

め る た め 、 本 異 議 申 立 て を 行 う も の で あ る 。  
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４  実 施 機 関 の 説 明  

 実 施 機 関 の 追 加 資 料 及 び 口 頭 に よ る 説 明 は 、 次 の と お り で あ る 。  

（ １ ） 経 緯  

申 立 人 は 平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日 に 申 立 人 の 母（「 以 下「 母 」と

い う 。」） と と も に 、 母 が 施 設 で 強 制 わ い せ つ 行 為 を 受 け た が 、 施

設 か ら の 謝 罪 が な い と 実 施 機 関 に 苦 情 相 談 に 来 ら れ た 。 そ こ で 、

事 実 確 認 の た め 、 同 年 １ １ 月 ７ 日 に 施 設 に お い て 、 申 立 人 、 母 、

施 設 関 係 者 、 ケ ア マ ネ ジ ャ ー 、 介 護 保 険 市 民 オ ン ブ ズ マ ン 機 構 大

阪（ 以 下「 オ ン ブ ズ マ ン 」と い う 。）、施 設 の 許 可 権 限 者 と し て 県 、

市 の 話 し 合 い が 行 わ れ 、 強 制 わ い せ つ の 事 実 は 確 認 で き な い と の

結 論 に 至 っ た 。 実 施 機 関 と し て は 、 事 実 が 判 明 し な か っ た た め 、

そ の 段 階 で 苦 情 処 理 と し て は 、 終 結 し て い た 。   

そ の 後 、 申 立 人 が 県 警 へ 刑 事 事 件 と し て 捜 査 を 依 頼 し 、 同 年 １

２ 月 １ 日 に は 県 警 か ら 実 施 機 関 に 対 し 、 捜 査 関 係 事 項 照 会 が な さ

れ た 。 並 行 し て 申 立 人 か ら 実 施 機 関 に 何 度 と な く 調 査 依 頼 が な さ

れ た が 、 警 察 が 捜 査 を 行 っ て い る の で 、 静 観 す る こ と と し 、 申 立

人 に も そ の 旨 を 伝 え た 。  

ま た 、 保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 も 行 わ れ 、 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 １ ２

日 付 け 宝 介 第 １ ０ １ ７ 号 （ 別 表 １ の １ ）、 平 成 ２ １ 年 １ 月 １ ９ 日

付 け 宝 介 第 １ １ ３ ９ 号 （ 別 表 １ の ２ ） で 、 該 当 文 書 を 開 示 し た 。 

引 き 続 き 申 立 人 か ら は 、 広 聴 カ ー ド 、 実 施 機 関 の 課 代 表 ア ド レ

ス へ の 多 量 の E-ma i l な ど に よ り 、 調 査 依 頼 が 行 わ れ た 。 同 年 ３

月 １ ７ 日 に 申 立 人 か ら の 一 連 の E-ma i l に 対 し 、 現 在 も 引 き 続 き

県 警 が 捜 査 中 で あ る こ と か ら 、 捜 査 の 進 展 を 見 守 り 、 県 民 局 と 調

整 し て い き た い と E -ma i l で 回 答 し た 。  

そ の 後 も 、 申 立 人 か ら は 何 度 と な く E-ma i l に よ る 調 査 依 頼 が

行 わ れ た が 、 捜 査 終 了 ま で 静 観 す る 方 針 に 変 更 は な か っ た 。  

平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 に な っ て 、 申 立 人 よ り 、 不 起 訴 と な っ た 旨 連

絡 を 受 け た 。 そ の 段 階 で も 、 新 た な 事 実 の 発 見 等 は な か っ た が 、

県 と と も に 介 護 保 険 法 に 基 づ く 当 該 施 設 の 実 地 指 導 に 入 り 、 口 頭

指 導 を 行 っ て い る 。  
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平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 に な っ て 、 申 立 人 よ り 情 報 公 開 請 求 、 保 有 個

人 情 報 開 示 請 求 を 受 け 、 公 開 、 開 示 を 行 っ て い る 。 そ の 対 象 と な

っ た 公 文 書 は 以 下 の と お り で あ る 。  

同 年 １ １ 月 １ ０ 日 付 け 宝 い 福 第 ７ ７ ４ 号 に お い て 「 高 齢 者 虐 待

の 防 止 ・ 養 護 者 支 援 に 関 す る 定 期 報 告 」 等 （ 詳 細 は 別 表 １ の ３ の

と お り ）、 同 年 １ １ 月 １ ０ 日 付 け 宝 介 第 ９ ２ ０ 号 に お い て 「 施 設

に 対 す る 高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 指 導 の 内 容 ・ 実 地 指 導 報 告

書 」（ 別 表 １ の ４ ）、 同 年 １ １ 月 １ ０ 日 付 け 宝 介 第 ９ ２ １ 号 に お い

て 「 請 求 者 か ら の E-ma i l 及 び 市 か ら の 返 答 」 等 （ 詳 細 は 別 表 １

の ５ の と お り ）、 同 年 １ １ 月 １ １ 日 付 け 宝 介 第 ９ ３ ２ 号 に お い て

「 国 保 連 か ら の 連 絡 内 容 、 市 が 行 っ た 対 応 」 等 （ 詳 細 は 別 表 １ の

６ の と お り ）。  

（ ２ ） 介 護 施 設 に 対 す る 苦 情 処 理 に つ い て  

介 護 施 設 に 対 す る 苦 情 窓 口 と し て は 、 そ の 施 設 の 相 談 窓 口 、 ケ

ア プ ラ ン を 作 成 し た 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、

実 施 機 関 が １ 次 的 な 窓 口 と な る 。 ま た 、 県 、 兵 庫 県 国 民 健 康 保 険

団 体 連 合 会 、 兵 庫 県 福 祉 サ ー ビ ス 運 営 適 正 化 委 員 会 が ２ 次 的 な 窓

口 と し て あ げ ら れ る 。  

実 施 機 関 が 受 付 を し た 場 合 の 処 理 は 以 下 の と お り で あ る 。  

相 談 内 容 に 応 じ 、 施 設 に 聴 取 し た 上 で 、 必 要 に 応 じ て 施 設 に 助

言 を 行 い 、 相 談 者 に 対 し て も 説 明 を 行 い 、 解 決 を 図 る こ と と し て

い る 。 実 施 機 関 の 法 令 に 基 づ く 権 限 と し て は 、 実 施 機 関 が 介 護 保

険 法 に 基 づ き 指 定 し た 施 設 に 関 し て 、 指 定 基 準 違 反 に 関 す る 指 導 、

処 分 で あ る 。 そ の た め 、 苦 情 処 理 は 基 本 的 に 相 談 者 と 施 設 と の 調

整 を 行 い 、 解 決 に 至 ら な か っ た 場 合 は 、 前 述 の ２ 次 的 な 相 談 機 関

へ の 案 内 を 行 う も の で あ る 。 そ の 際 に 作 成 を 行 う 文 書 と し て は 、

相 談 者 と の 相 談 記 録 が あ る 。  

申 立 人 が 強 調 す る 施 設 に 対 す る 高 齢 者 虐 待 の 防 止 、 高 齢 者 の 養

護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 高 齢 者 虐 待 防 止 法 」 と

い う 。） の 市 町 村 の 責 務 に つ い て は 、 次 の ２ 点 で あ る と 解 釈 し て

い る 。 ひ と つ は 、 施 設 で の 虐 待 の 事 実 が 確 認 で き た も の に 関 し て



 6

通 報 を 受 け た 場 合 ま た は 届 出 を 受 け た 場 合 に 施 設 所 在 地 の 都 道

府 県 へ 報 告 す る こ と 。 も う 一 つ は 、 同 通 報 ま た は 届 出 を 受 け た 場

合 に 虐 待 の 防 止 と 当 該 高 齢 者 の 保 護 を 図 る た め 、 老 人 福 祉 法 ま た

は 介 護 保 険 法 の 規 定 に よ る 権 限 を 適 切 に 行 使 す る 、 こ と で あ る 。 

本 件 に お い て は 、 当 初 、 申 立 人 は 母 が 施 設 で 強 制 わ い せ つ 行 為

を 受 け た と し 、 そ の 相 談 に 来 ら れ た 。 実 施 機 関 と し て は 、 通 常 の

苦 情 処 理 と 同 じ く 、 相 談 記 録 を 作 成 し た 。 次 に 、 事 実 を 確 認 す る

た め 、 施 設 の 指 定 権 限 者 で あ る 県 と と も に 施 設 に 対 し 、 聞 き 取 り

調 査 を 行 っ た 。 し か し 、 虐 待 の 事 実 が 確 認 さ れ な か っ た た め 、 手

続 き 的 に は 終 結 扱 い と し て い た も の で あ る 。 ま た 、 通 常 の 手 順 で

は な い が 、県 警 の 捜 査 終 了 後 、県 と と も に 施 設 に 実 地 指 導 を 行 い 、

虐 待 防 止 策 等 の 調 査 を も 行 っ て い る 。  

（ ３ ） 非 開 示 理 由   

申 立 人 が 異 議 申 立 て を 行 っ た 対 象 文 書 は 、 施 設 か ら の 母 に 関 す

る 報 告 書 及 び 市 で の 内 部 資 料 ・ 高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 調 査 ・

報 告 内 容 で あ っ た 。  

こ の う ち 、 介 護 施 設 か ら の 母 に 関 す る 報 告 書 と し て 、 実 施 機 関

が 施 設 か ら 提 出 を 求 め 保 有 し て い る も の は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 の 同

施 設 で 当 該 人 の 骨 折 事 故 に 関 す る 報 告 書 で あ り 、 平 成 ２ １ 年 １ 月

１ ９ 日 付 け 宝 介 第 １ １ ３ ９ 号 （ 別 表 １ の ２ ） で 開 示 済 み で あ る 。

ま た 、 市 で の 内 部 資 料 ・ 高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 調 査 ・ 報 告 内

容 に つ い て は 、 申 立 人 も 参 加 し た 平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 ７ 日 の 施 設 で

の 話 し 合 い の 議 事 録 を 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 付 け 宝 介 第 １ ０

１ ７ 号 （ 別 表 １ の １ ） で 開 示 済 み 、 県 へ の 状 況 報 告 に つ い て は 、

平 成 ２ ２ 年（ ２ ０ １ ０ 年 ）１ １ 月 １ ０ 日 付 け 宝 い 福 第 ７ ７ ４ 号（ 別

表 １ の ３ ） で 開 示 済 み で あ る 。  

そ の 他 本 件 に 関 す る 文 書 と し て 、 申 立 人 と の 相 談 記 録 、 施 設 へ

の 実 地 指 導 の 記 録 が あ る が 、 す で に 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 付 け

宝 介 第 １ ０ １ ７ 号 （ 別 表 １ の １ ）、 平 成 ２ ２ 年 （ ２ ０ １ ０ 年 ） １

１ 月 １ ０ 日 付 け 宝 介 第 ９ ２ ０ 号 （ 別 表 １ の ４ ） 等 で 開 示 済 み で あ

る 。  
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ま た 、 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ８ 日 の 話 し 合 い に つ い て は 、 実 施 機 関

は 県 民 局 に は 行 っ た が 、 県 、 オ ン ブ ズ マ ン 、 申 立 人 と 母 に よ る 話

し 合 い で あ っ た た め 、 実 施 機 関 は 話 し 合 い の 場 に は 立 ち 会 っ て い

な か っ た 。 実 施 機 関 の 職 員 が 話 し 合 い 終 了 後 に 県 担 当 者 に 内 容 確

認 を 行 っ た が 、 新 た な 事 実 は 確 認 で き な か っ た た め 、 記 録 を 作 成

し な か っ た も の で あ る 。  

請 求 さ れ た 文 書 に つ い て は 、 既 に 開 示 し て い る 文 書 、 ま た は 取

得 あ る い は 作 成 す る 必 要 が な く 存 在 し て い な い た め 、 文 書 不 存 在

と し て 不 開 示 と し た も の で あ る 。  

 

５  審 査 会 の 判 断  

 本 審 査 会 は 、申 立 人 の 主 張 及 び 実 施 機 関 の 説 明 並 び に 関 係 文 書 を

審 査 し た 結 果 、 以 下 の と お り 判 断 す る 。  

（ １ ） 本 審 査 会 に お い て は 、開 示 を 求 め る 文 書 に つ い て の 調 査 を 行 い 、

本 件 決 定 が 、 文 書 不 存 在 を 理 由 と し て 不 開 示 と し た こ と が 妥 当 で

あ る か 検 討 を 行 っ た 。  

（ ２ ） 申 立 人 は 本 件 異 議 申 立 て 以 外 に も 既 に 、保 有 個 人 情 報 開 示 及 び

情 報 公 開 請 求 を 行 っ て お り 、 そ の 内 容 は 別 表 １ の と お り で あ る 。

ま た 、 申 立 人 の 主 張 と 既 に 開 示 、 公 開 さ れ て い る 文 書 を 別 表 ２ の

と お り 整 理 し た 。 別 表 ２ の う ち 、 別 表 ２ の １ 、 別 表 ２ の ２ 、 別 表

２ の ３ 、 別 表 ２ の ４ 、 別 表 ２ の ６ に つ い て は 、 既 に 開 示 あ る い は

公 開 さ れ て い る 文 書 で あ る 。  

 本 件 異 議 申 立 て の 対 象 と な っ た 文 書 は 、 以 前 の 平 成 ２ ０ 年 １ ２

月 １ ２ 日 宝 介 保 第 １ ０ １ ７ 号 （ 別 表 １ の １ ） に よ り 開 示 さ れ て お

り 、 具 体 的 に は 、 別 表 ２ の １ 、 別 表 ２ の ４ 、 別 表 ２ の ６ の 文 書 が

こ れ に あ た る 。  

し た が っ て 、実 施 機 関 は 、す で に 開 示 さ れ て い る 文 書 に つ い て 、

不 存 在 を 理 由 と し て 不 開 示 決 定 の 処 分 を 行 っ て い る が 、 そ の よ う

な 処 分 は 妥 当 で は な い 。 既 に 開 示 さ れ て い る 文 書 で あ っ て も 、 対

象 と な る 文 書 と し て 、 開 示 、 不 開 示 の 判 断 を す べ き で あ っ た 。  

（ ３ ） 実 施 機 関 の 説 明 に よ れ ば 、 次 の よ う に 文 書 の 作 成 と 処 理 が 行 わ
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れ る 。  

高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 関 す る 苦 情 相 談 と し て は 、 ① 相 談 の 受 付 、

② 施 設 の 聴 取 り 等 を 行 い 、 ③ 仮 に 、 虐 待 の 事 実 が あ れ ば 、 対 象 者

の 保 護 、 介 護 保 険 法 等 の 他 法 令 に 基 づ き 施 設 へ 助 言 等 を 行 い 、 ④

県 に 報 告 す る 、 と の 手 順 で 行 っ て い る 。  

① で 作 成 さ れ る 文 書 は 、１ 件 の 相 談 ご と に 、相 談 日 時 、来 庁 者 、

受 付 者 、 相 談 内 容 等 を 明 記 し た 相 談 記 録 で あ る 。 本 件 で は 「 相 談

記 録 平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日 」 等 一 連 の 相 談 記 録 （ 詳 細 は 別 表 ２

の １ ） が 該 当 す る 。  

② で 作 成 さ れ る 文 書 は 、 施 設 の 聴 き 取 り の 記 録 で あ る 。 平 成 ２

０ 年 １ １ 月 ７ 日 の 話 し 合 い の 記 録 （ 別 表 ２ の ４ ） が 該 当 す る 。  

実 施 機 関 は 同 年 １ １ 月 ７ 日 の 話 し 合 い の 段 階 で 、 虐 待 の 事 実 が

確 認 で き な か っ た と 判 断 し た た め 、 処 理 を 終 結 し て お り 、 ③ 及 び

④ に 該 当 す る 文 書 は 作 成 し て い な い 。   

し た が っ て 、そ の 後 、実 施 機 関 は「（ 平 成 ２ ０ 年 度 ）市 町 村 に お

け る 高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 対 応 状 況 等 に 関 す る 調 査 票 」 に お

い て 、 県 か ら 統 計 調 査 と し て 照 会 が あ っ た 際 も 、 本 件 が 、 施 設 従

事 者 等 に よ る 虐 待 と し て 、 施 設 に お け る 家 族 親 族 か ら の 申 出 に よ

り 、「 事 実 確 認 を 行 っ た 事 例 」、「 虐 待 の 事 実 に 至 ら な か っ た 事

例 」、 と し て 報 告 し て い る 。  

（ ４ ） そ の 上 で 、 申 立 人 が 文 書 存 在 す る と 主 張 す る 別 表 ２ の ５ 、 別 表

２ の ７ 、 別 表 ２ の ８ に つ い て 検 討 す る 。  

第 一 に 、 別 表 ２ の ５ の 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ８ 日 の 話 し 合 い の 記 録

に つ い て で あ る が 、 参 加 者 は 申 立 人 、 母 、 オ ン ブ ズ マ ン 、 県 で あ

り 、 県 の 阪 神 北 県 民 局 で 行 わ れ た 。 そ の 際 、 施 設 関 係 者 と 実 施 機

関 は 、 阪 神 北 県 民 局 に は 出 向 い た も の の 、 話 し 合 い 自 体 に は 参 加

し な か っ た 。 終 了 後 、 実 施 機 関 担 当 者 が 、 内 容 に つ い て 、 県 担 当

者 に 確 認 を 取 っ た と こ ろ 、 前 回 と 同 じ く 虐 待 の 事 実 が 確 認 で き な

か っ た と の 結 論 で あ っ た た め 、 実 施 機 関 は 特 に 文 書 を 作 成 せ ず 、

口 頭 報 告 で 処 理 し た と の 説 明 を し て い る 。 実 施 機 関 が す で に １ １

月 ７ 日 の 段 階 で 処 理 を 終 結 し た と 判 断 し て お り 、 新 た な 事 実 が な
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か っ た こ と か ら 文 書 を 作 成 し て い な い と い う 主 張 は 不 自 然 と ま

で は 言 え な い 。  

第 二 に 、 別 表 ２ の ７ の 捜 査 中 に 実 施 機 関 が 調 査 し た 記 録 文 書 が

存 在 し な い こ と に つ い て で あ る が 、 先 に 述 べ た と お り 、 実 施 機 関

と し て は 、 既 に 平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 ７ 日 の 段 階 で 処 理 を 終 結 し た と

判 断 し た た め 、 以 後 の 調 査 を 行 っ て お ら ず 、 文 書 を 作 成 し て い な

い と 主 張 し て い る 。 こ の よ う な 実 施 機 関 の 主 張 は 不 自 然 と ま で は

言 え な い 。  

第 三 に 、 別 表 ２ の ８ の 調 査 結 果 を 統 合 し て 判 断 結 果 を 出 し た 文

書 が あ る は ず と の 申 立 人 の 主 張 で あ る が 、 先 に 述 べ た と お り 、 実

施 機 関 と し て は 、 既 に 平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 ７ 日 の 段 階 で 処 理 を 終 結

し た と 判 断 し た た め 、 以 後 の 調 査 を 行 っ て お ら ず 、 判 断 結 果 を 出

す に 至 っ て い な い か ら 、 文 書 も 作 成 し て い な い と 説 明 し て い る 。

「（ 平 成 ２ ０ 年 度 ） 市 町 村 に お け る 高 齢 者 虐 待 防 止 法 に 基 づ く 対

応 状 況 等 に 関 す る 調 査 票 」 に よ る 県 へ の 報 告 は 、 単 に 統 計 的 デ ー

タ と し て 報 告 し て い る に 過 ぎ な い 。 こ の よ う な 実 施 機 関 の 主 張 は

不 自 然 で は な い 。  

（ ５ ） 以 上 の 審 査 結 果 か ら 、 申 立 人 が 開 示 を 求 め た 文 書 の う ち 、 実 施

機 関 が 作 成 し て い な い 文 書 に つ い て 、 不 存 在 を 理 由 と し て 実 施 機

関 の 不 開 示 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。  

し か し な が ら 、 既 に 公 開 あ る い は 開 示 さ れ た も の に つ い て 不 存

在 を 理 由 と し た 不 開 示 決 定 に つ い て は 、 妥 当 で は な い 。  

実 施 機 関 は 申 立 人 の 開 示 を 求 め る 文 書 に つ い て 文 書 特 定 を 行 う

に あ た っ て は 、 既 に 公 開 あ る い は 開 示 し た 公 文 書 を 対 象 に 申 立 人

が 請 求 を 行 う の で あ れ ば 、 再 度 、 開 示 の 決 定 を 行 う べ き で あ り 、

本 件 決 定 は 、 改 め て 開 示 不 開 示 を 判 断 す る べ き で あ る 。  

（ ６ ） ま た 、 本 件 決 定 に お い て 単 に 文 書 不 存 在 と し て 不 開 示 決 定 を 行

っ て い る が 、 宝 塚 市 行 政 手 続 条 例 第 ８ 条 に 規 定 す る 処 分 に 対 す る

理 由 の 提 示 の 義 務 か ら 妥 当 で は な い 。 文 書 が 存 在 し な い 合 理 的 な

理 由 を 付 し て 決 定 を や り 直 す べ き で あ る 。  

以 上 の こ と か ら 、当 審 査 会 は 、「 １  審 査 会 の 結 論 」の と お り 判
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断 す る 。  

な お 、 本 件 の よ う な 事 例 に つ い て は 、 実 施 機 関 が 申 立 人 と 請 求

内 容 の 範 囲 に つ い て 調 整 に 努 め 、 適 切 に 文 書 特 定 を 行 い 、 ま た 、

過 去 の 公 開 あ る い は 開 示 決 定 の 範 囲 に 含 ま れ る か 確 認 す る こ と

が 望 ま し い 。  

加 え て 、 苦 情 処 理 の 案 件 に 係 る こ と で あ る か ら 、 相 談 者 と の 話

し 合 い の 内 容 に つ い て は 、 そ の 結 果 に か か わ ら ず 、 何 ら か の 記 録

を と り 、 公 文 書 と し て 残 す な ど 、 慎 重 な 対 応 を 取 る べ き で あ っ た

と 考 え る 。  
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（ 別 紙 ）  

１  宝 塚 市 個 人 情 報 保 護 ・ 情 報 公 開 審 査 会 委 員 名 簿  

  氏  名   役  職  等   

    

 荒 川  雅 行  関 西 学 院 大 学 法 科 大 学 院 教 授 （ 刑 法 ）   

    

 荏 原  明 則  

（ 会 長 ）  

岡 本  英 子  

関 西 学 院 大 学 法 科 大 学 院 教 授 （ 行 政 法 ） 

 

弁 護 士 （ 大 阪 弁 護 士 会 ）  

 

    

 水 谷  恭 子  弁 護 士 （ 兵 庫 県 弁 護 士 会 ）   

  

山 下  淳  

 

関 西 学 院 大 学 法 学 部 教 授 （ 行 政 法 ）  

 

（ 会 長 代 理 ）    

 

２  審 査 過 程  

   日  程  内  容   

 １ 平 成 ２ ３ 年  ３ 月 ２ ４ 日  諮 問   

 ２ 平 成 ２ ３ 年  ４ 月 ２ ６ 日  異 議 申 立 人 に よ る 陳 述 及 び 審 査   

 ３ 平 成 ２ ３ 年  ５ 月 ２ ４ 日  実 施 機 関 に よ る 部 分 公 開 理 由 説

明 及 び 審 査  

 

 ４ 平 成 ２ ３ 年  ７ 月 １ １ 日  審 査   

 ５ 平 成 ２ ３ 年  ８ 月  ５ 日  審 査   

 ６ 平 成 ２ ３ 年  ９ 月 １ ５ 日  審 査   

７ 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月  ５ 日  審 査   

８ 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 １ ９ 日  答 申  
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（別表１）申立人からなされた保有個人情報開示あるいは情報公開請求に対する実施機関の決定内容 

 決定日、文書記号及び通知書名 開示または公開決定内容 

１ 

 

 

 

 

２ 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 12 月 12 日宝介保第 1017 号 

保有個人情報開示決定通知書 

 

 

 

平成 21 年 1 月 19 日宝介保第 1139 号 

保有個人情報開示決定通知書 

平成 22 年（2010 年）11 月 10 日 

宝い福第 774 号 

情報公開決定通知書 

 

 

 

 

平成 22 年（2010 年）11 月 10 日 

宝介保第 920 号 

情報公開決定通知書 

平成 22 年（2010 年）11 月 10 日 

宝介保第 921 号 

保有個人情報開示決定通知書 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 施設ショートステイ中に母に関して介護員

から受けた行為について文書一式 

ア ケース記録 

イ 市報告記録 

ウ 11 月 7 日実施の会議録 

(1) 平成 19 年 9 月の施設からの事故報告書 

(2) 階段昇降機（リフト）の報告  

(1) 高齢者虐待防止・養護者支援に関する定期

報告 

（平成 19 年度） 

(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律に基づく対応状況等に

関する調査について 

（平成 20・21 年度） 

(1) 施設に対する高齢者虐待防止法に基づく指

導の内容・実地指導報告  

＜個人名は非公開＞ 

(1) 施設からの母に関する報告書及び市での内

部資料・高齢者虐待防止法に基づく調査・報

告内容 

＜文書不存在として不開示＞ 

(2) 請求者からの E-mail 及び市からの返答 

 ＜個人名は不開示＞ 

(3) 1/2 条項オーバーでのショートステイのケ

アマネジャーからの意見書 ＜個人名は不開

示＞ 

(4) 介護保険の給付の記録（平成 19 年～平成 20

年 11 月） 
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６ 平成 22 年（2010 年）11 月 10 日宝介保第 932

号 

保有個人情報開示決定通知書 

(1) 母及び家族からの施設（ショーとステイ中）

での介護員による高齢者虐待および副施設長

からの高齢者虐待について報告・連絡を行っ

たことに対する市の対応、内部メモ一覧 

 ＜別表１の５で開示済みとして不開示＞  

(2) 国保連からの連絡内容、市が行った対応 

＜連絡内容の個人名は不開示＞ 

＜市が行った対応は文書不存在として不開

示＞ 

(3) 施設での母に対する虐待調査内容、市の指

導内容（施設に対する）  

＜別表１の４で開示済みとして不開示＞  
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（別表２）申立人が存在を主張する文書と情報公開、個人情報開示の状況 

 申立人が存在を主張する文書 実施機関が特定した文書及びその公開開示状況等 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

施設から母の種々の報告者 

・骨折事故報告書 

 ＜異議申立て理由(2)ア＞ 

・当時のやりとりの報告書 

 ＜異議申立て理由(2)ア＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申立人からの E-mail、調査文書が存在

する 

 ＜異議申立て理由(2)イ＞ 

 

 

 

 

「平成 21 年 1 月 19 日付け宝介保第 1139 号」 

（別表１の２）のうち 

・介護保険事業者事故報告者（事業者→市町） 

で開示済 

「平成 20 年 12 月 11 日付け宝介保第 1017 号」 

（別表１の１）のうち 

・ケース記録 

・相談記録平成 20 年 10 月 29 日 

・相談記録平成 20 年 10 月 30 日、10 月 31 日 

・相談記録平成 20 年 11 月 4 日、11 月 6 日 

・相談記録平成 20 年 11 月 7 日 

・相談記録平成 20 年 11 月 10 日、11 月 12 日 

・相談記録平成 20 年 11 月 28 日、12 月 1 日 

「平成 21 年 1 月 19 日付け宝介保第 1139 号」 

（別表１の２）のうち 

・福祉用具レンタルの相談 

・福祉用具レンタル相談について 

・福祉用具（階段昇降用車いす）レンタルの件 

・「C-MAX」及び・・（中略）・・福祉用具となるかど

うかについて 

以上で開示済 

「平成 22 年（2010 年）11 月 10 日付け 

宝介保第 921 号」 

（別表１の５）のうち 

・E-mail の写し 

「平成 22 年（2010 年）11 月 10 日付け宝介保第 920

号」 

（別表１の４）のうち 
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３ 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

５ 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者虐待防止法に基づく対応状況報

告書 

 ＜異議申立て理由(2)ウ＞ 

 

 

 

 

 

平成 20 年 11 月 7 日の話し合いの記録 

 ＜異議申立て理由(3)ア＞ 

 

 

平成 20 年 12 月 8 日の話し合いの記録 

 ＜異議申立て理由(3)ア＞ 

申立人が個別に相談に行った記録 

 ＜異議申立て理由(3)イ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実地指導報告書 

以上で開示または公開済 

「平成 22 年（2010 年）11 月 10 日付け 

宝い福第 774 号」 

（別表１の３） 

・高齢者虐待防止・養護者支援に関する定期報告（平

成 19 年度） 

・高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律に基づく対応状況等 

以上で公開済 

「平成 20 年 12 月 11 日付け宝介保第 1017 号」 

（別表１の１）のうち 

・平成 20 年 11 月 7 日会議録 

で開示済 

平成 20 年 12 月 8 日の話し合いの記録は、市が立ち

会っていないため、作成していない。 

「平成 20 年 12 月 11 日付け宝介保第 1017 号」 

（別表１の１）のうち 

・相談記録 平成 20 年 10 月 29 日 

・相談記録 平成 20 年 10 月 30 日、10 月 31 日 

・相談記録 平成 20 年 11 月 4 日、11 月 6 日 

・相談記録 平成 20 年 11 月 7 日 

・相談記録 平成 20 年 11 月 10 日、11 月 12 日 

・相談記録 平成 20 年 11 月 28 日、12 月 1 日 

「平成 21 年 1 月 19 日付け宝介保第 1139 号」 

（別表１の２）のうち 

・福祉用具レンタルの相談 

・福祉用具レンタル相談について 

・福祉用具（階段昇降用車いす）レンタルの件 

・「C-MAX」及び・・（中略）・・福祉用具となるかど
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７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

申立人が刑事事件としての結果を平成

21 年 10 月 2 日に介護保険課に連絡する

以前について、捜査中ということで個別

具体的に調査した形跡が見当たらない

こと 

 ＜異議申立て理由(4)＞ 

 

 

 

調査結果を統合して判断結果を出した

文書 

 ＜異議申立て理由(5)＞ 

うかについて 

以上で開示済 

「平成 22 年（2010 年）11 月 10 日付け 

宝介保第 921 号」 

（別表１の５）のうち 

・メール画面の写し 

 申立人へメールで回答。また、口頭で説明。 

平成 20 年 12 月 1 日付けで県警から捜査関係事項

照会を受けたため、捜査を優先し、静観すること

とした。その間も申立人から調査の依頼はあった

が、捜査を優先し、静観する旨、回答している。 

① 調査結果については、一連の情報公開、個人情

報開示決定で公開、開示している文書が全て。 

② 判断結果については、虐待の事実があったかど

うかはわからなかったため、書類は作成していな

い。ただ、虐待の事実がわからなかったことにつ

いては申立人に報告している。 

 

 




